
大震災により被災した生徒・保護者の皆様へ（緊急支援制度について）

　心よりお見舞い申しあげます。学校法人 聖ウルスラ学院では、「東日本大震災」の被害に遭われた方々への緊急支援の一環として、在校生に対し下記の対応を行います。該当すると思われる方は、まずご相談ください。
　＜電話　０２２－２８６－３５５７（代表）＞

【緊急奨学金の給付について】

　　この度の震災で被災された世帯に対して、給付金を支給いたします。

（１）対象者

　　　①災害によりご父母のいずれかが亡くなられた方

　　　②家計支持者がご父母以外の場合、災害により家計支持者が亡くなられた場合

　　　③災害によりご父母のいずれかが負傷され、入院や長期加療が必要な方

　　　④家計支持者がご父母以外の場合、災害によりその家計支持者が負傷され、入院や長期加療が必要な方
　　　⑤災害により家計支持者の居住する家屋が全壊した場合、又は損壊により引き続き同家屋に居住困難と
認められた方
　　　⑥その他、災害により学費弁済が著しく困難となったと認められる方
（２）緊急奨学金の額
　　　幼稚園、小中学校、高等学校に在園・在学している園児・児童・生徒の保護者世帯に対し、一律１２万円
　　　　※返済の義務はありません。　　※給付の具体的方法につきましては別途連絡いたします。

（３）手続きについて

　　　①申請期間　　４月１１日（月）～４月２２日（金）９：００～１６：００〔土曜日・日曜日を除く〕
　　　②場　　所　　一本杉キャンパス事務室　　〔担当　根本　正則〕
　　　③提出書類　　ア）聖ウルスラ学院　緊急奨学金給付申請書
　　　　　　　　　　イ）①～④の場合、それを証明する書類の写し
　　　　　　　　　　ウ）⑤の場合、被災（り災）証明書、被災（り災）届出証明書などの写し

〔市町村によって名称は異なります。〕
　　　　　　　　　　エ）その他、必要と認められる書類（個々にご相談させていただきます）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔イウエの書類は申請期間以降でもかまいません。〕


この支援制度は、地域社会の皆様・事業所（企業）、一般の有志の方々、聖ウルスラ学院小学校同窓会、聖ウルスラ学院英智小・中学校同窓会、聖ウルスラ学院英智高等学校同窓会、幼稚園母の会、木ノ下・一本杉両キャンパス父母教師会、全国のカトリック学校、外国の様々な学校、両キャンパス教職員一同、本校児童会・生徒会、卒業生の方々、本学校法人理事、等々多くの皆様からの義援金によって創設されました。また、義援金以外にも心からのお励ましのメッセージや食料・生活必需品等も多々頂いております。本当にありがとうございました。尚、今後も皆様からの暖かな義援金を感謝のうちにお預かりする活動を続けていきたいと願っております。


学校法人　聖ウルスラ学院　　　


理事長　梶田　叡一　　　









